
子ども・子育て支援法抜粋（平成二十四年八月二十二日法律第六十五号） 

 

 

（施設型給付費の支給） 

第二十七条  市町村は、支給認定子どもが、支給認定の有効期間内において、

市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が施設型給付費の支給に係る施

設として確認する教育・保育施設（以下「特定教育・保育施設」という。）か

ら当該確認に係る教育・保育（地域型保育を除き、第十九条第一項第一号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こども

園において受ける教育・保育（保育にあっては、同号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一

日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び

期間の範囲内において行われるものに限る。）又は幼稚園において受ける教育

に限り、同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども

にあっては認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受け

る保育に限り、同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定

子どもにあっては認定こども園又は保育所において受ける保育に限る。以下

「特定教育・保育」という。）を受けたときは、内閣府令で定めるところによ

り、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者に対し、当該特定教育・保育

（保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・

保育」という。）に要した費用について、施設型給付費を支給する。  

２から８ 略 

 

（特定教育・保育施設の確認） 

第三十一条  第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教

育・保育施設の設置者（国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）

第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。附則第七条において同じ。）を

除き、法人に限る。以下同じ。）の申請により、次の各号に掲げる教育・保育

施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用

定員を定めて、市町村長が行う。  

一  認定こども園 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分  

二  幼稚園 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分  

三  保育所 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び

同項第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分  

２  市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めよう

とするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機
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関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子ど

もの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければな

らない。  

３  市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めよ

うとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知

事に協議しなければならない。  

 

（市町村等における合議制の機関） 

第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理す

るため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定

する事項を処理すること。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定

する事項を処理すること。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定す

る事項を処理すること。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画

的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、

地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し

必要な事項は、市町村の条例で定める。 

４～５ 省略 

 

 

 


